
独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条について 

 

「入札公告」等に記載のあります「独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16
年独立行政法人都市再生機構達第 95号）第 331条及び第 332条の規定」の内容につき
ましては、下記のとおりです。 

 

 

 

（契約締結の相手方の排除） 

第 331 条 契約担当役（分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。以下この編において同じ｡）は、

特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。 

一 当該契約を締結する能力を有しない者 

二 破産者で復権を得ない者 

（取引停止） 

第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後２年間、売

買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置（以下｢取引停止｣という。）を行うことができる。

これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 

一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件（物品（現金及び有価証券以外の一切の動産）

及び財産（土地・建物その他土地の定着物及びそれらに関連する権利並びに特許権、電話加入権等の

無形固定資産）をいう。以下この編において同じ。）の品質若しくは数量に関して不正の行為をした

者 

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

六 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配

人その他の使用人として使用した者 

２ 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行う

ことができる。 

３ 契約担当役は、前２項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められる

ときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。 

 


